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〔要　　　旨〕

1980年代からの経済のグローバリズムの進展は，協同組合法の分野にも大きな影響を与え，

先進諸国，開発途上国それに旧社会主義諸国それぞれの社会的・経済的・文化的背景の違い

に応じ，事情は少しずつ異なるが協同組合法制の見直しが進められることとなった。

協同組合法に関する立法は，協同組合法のアイデンティティの確保と市場経済における効

率性の確保との矛盾する要素を抱えながら進められてきているが，協同組合の優位性を失っ

た協同組合の発展はありえないことからすると，協同組合立法は世界的に一つの大きな岐路

に立っているともいえる。

協同組合の発展に支援的な環境整備を求めている2001年の国連の決議とILO・193号勧告は，

21世紀に入ってからの協同組合法制にある意味でルネッサンス的な見直しの土壌を提供して

いるが，わが国の協同組合法制についても，これまでの協同組合をして政策遂行手段視する

発想から早く脱却して，国連等の求める協同組合の発展に支援的な環境づくりに向け，協同

組合の自立・自治を促すためにはどうすべきかという視点で見直すときであろう。

最近の協同組合法立法の
世界的動向とわが国への示唆
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いう
（注1）
。その多くは発展途上国であるが，国

際協同組合年であった12年の１月には，韓

国で協同組合基本法（法律第11211号）が制

定され，同月，イギリスでもキャメロン首

相が1965年の産業節約組合法以降の立法措

置により断片化した協同組合を規制する法

令を１つの協同組合法に統合する計画を発

表，これに基づき，14年７月には統合法と

して新たな協同組合法（Co-operative and 

Community Benefit Societies Act 2014，８月

１日に発効）が制定されるなど，協同組合法

制の制定・改革が進んできている。また，

地域によっては協同組合法の調和化や統一

法の制定の動きも広がっている。

そこで，世界中の協同組合の立法動向を

逐一追跡し分析することは，時間の不足と

圧倒的な情報不足もあって不可能であるが，

協同組合法の歴史を概観し，近年の協同組

合立法動向を振り返り，その中から特徴的

な傾向を抽出し，ひるがえってわが国にお

ける協同組合法立法をめぐる事情について

考えてみよう。
（注 1） 12年 7月の国連経済社会理事会の閣僚級朝
食会でのホセ・マヌエル・サラザール事務局長
のスピーチ。

1　協同組合法の歴史的概観

近代的な協同組合概念は，それぞれの政

治的・社会的さらには法的な環境の違いに

応じて一様ではないものの，19世紀半ばの

産業革命期におけるイギリス，それにフラ

ンスおよびドイツにおいて，ほぼ同時並行

的に発展してくる。

はじめに

協同組合固有の法律がなくても（例えば，

デンマークなど）協同組合運動が成功して

いる国もあるが，世界のほとんどの国は立

法形態の違いはあるものの協同組合法が存

在している。協同組合法は協同組合の発展

にとって十分条件ではないにしても協同組

合が活用できる法規範がない場合には，協

同組合は健全に発展することはおそらく不

可能であろう。

協同組合を支えるものは，もちろん協同

組合法だけではないが，国連やILO（国際労

働機関）等の国際機関も協同組合の発展に

支援的で実現可能な環境を構築するために

適切な協同組合法の整備を求めている。

協同組合法は，他の分野の法律と同様，

固定的なものではなく，それぞれの国の社

会的・経済的・文化的さらには政治的な事

情を反映して変化をしてきている。とりわ

け1990年代以降は，95年のICA（国際協同組

合同盟）の「協同組合のアイデンティティ

に関する声明」とそれを公的な形でオーソ

ライズした2001年の協同組合の発展に支援

的な環境づくりを目指した国連のガイドラ

イン（国連ガイドライン，Resolution 56/11430）

および02年のILOの協同組合の振興に関す

る勧告（ILO・193号勧告）に触発された協同

組合法の変革が世界的に進んできている。

ILOによると02年以降，第193号勧告は70

か国を超える国々の協同組合政策に刺激を

与え協同組合法の変革をもたらしていると
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は大きなものがあった。スカンジナビアン

諸国でもそうであったようにフランスやイ

タリアでは独自の法体系を発展させた
（注3）
。

このように協同組合法は，19世紀後半に

誕生したが，20世紀に入ると社会主義革命

を経て，協同組合については資本主義（自

由経済，工業先進国）と社会主義（計画経済）

との間でのイデオロギー対立も反映して，

協同組合法も違った形で解釈・運用される

こととなった。

一方，旧植民地においては先進国から約

半世紀遅れる形で協同組合が誕生し，母国

の法律を手直しし，あるいは直接に適用す

る形で立法が行われ，社会主義国の計画経

済の場合と同様，経済発展のための手段と

して協同組合が利用された。また，旧植民

地以外の国々でも主としてヨーロッパから

の移民により，または日本のようにヨーロ

ッパを多くの点で模倣し，協同組合法を伴

った形で近代的な協同組合が誕生・発展す

ることとなった。

20世紀も終わりに近づく80年代以降，グ

ローバリズムの進展と福祉政策の衰退のな

かでの規制緩和を中心とする新自由主義的

経済運営のもと，市場における企業間の厳

しい競争のなかで他の企業とイコール・フ

ッティングの観点から株式会社に接近する

動きが強まる。これは内からの競争力を高

めるという側面と，外から共通の規制手法

やルールを適用するという市場側からの要

請との両面からもたらされている。

発展途上国においては，80年代から経済

民主化とIMF（国際通貨基金），世界銀行の

協同組合法は，既存の会社法等では協同

組合の性格にうまく適合しないために求め

られたもので，先進諸国においては立法に

先立って協同組合の設立が進み，それらに

協同組合としての法的根拠を与えるもので

あった。世界の最初の協同組合法とよばれ

ているのは，1852年のイギリスの産業節約

組合法（Industrial Provident Societies Act of 

1852）だといわれているが，世界的に大き

な影響を与えたという点では，体系的で包

括的な協同組合法であった1889年のドイツ

の協同組合法であったといってよいであろ

う。

なお，1852年のイギリスの法律は，その

後改正を経て1862年法に統合，さらに1893

年法への統合を経て1965年には新たに統合

された法律（Industrial Provident Societies 

Act of 1965）となり，これはアジア，アフ

リカ，そしてカナダの一部の旧英国領・植

民地の協同組合法に影響を与えた
（注2）
。

ところで，ドイツにおいては，1867年にシ

ュルツ・デーリッチの案をベースにしたプ

ロイセン協同組合法が制定され，1873年お

よび75年には同様な協同組合立法がオース

トリア＝ハンガリー帝国でなされた。1867

年のプロイセン協同組合法は，ほぼそのま

まの形で北ドイツ連邦，さらにドイツ帝国

において施行され，それを基礎に1889年の

現行ドイツ協同組合法（Gesetz betreffend die 

Erwerb-und Wirtschaftsgenossenschaften）が

制定されている。この協同組合法は，体系

的な協同組合法であり，中央ヨーロッパは

もとより世界の協同組合立法に与えた影響
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理を維持しつつ激しい競争環境に対処でき

るよう株式会社法に接近する傾向がみられ

る。この動きは，古くは1973年のドイツの

協同組合法改革に遡ることができるとされ

る
（注5）
が，90年代には，例えばフランス〔1992〕，

イタリア〔1992〕，ドイツ〔1994〕，オースト

ラリア〔NSW，1997〕，カナダ〔1998〕，アイ

スランド〔1997〕などのように，多くの国

の協同組合法において新たな資本調達の形

態を許容するための改正が行われている。

これらの改正は，市場からの資本調達を

許容しつつ，外部の資本家が協同組合の支

配権を有することがないよう議決権の上限

を設けるといったものである。また，スウ

ェーデン〔1987〕，ドイツ〔1994〕，カナダ

〔1998〕などでは，協同組合から株式会社等，

他の企業形態への転換のための法律が設け

られている。

これらに対して，世界的に認められた協

同組合の原則に則って，協同組合に好意的

な新たな法的な枠組みを整備する動きもみ

られる。例えば，ポルトガルでは，97年に

新たな協同組合法典が制定されており，ス

ペインでも90年以降，協同組合の自立・自

治を促すため協同組合に関する多くの法律

が整備されてきた。

また，フィンランドは，01年に国際協同

組合原則に立脚した新たな協同組合法が制

定
（注6）
され，固有の協同組合法がなかったノル

ウェイでは，07年には協同組合原則に立脚

した新たな協同組合法が制定されるなどの

動きがみられるほか，協同組合を律する固

有の協同組合法はないといわれていたアイ

構造調整プログラムに基づく構造調整問題

に直面するなかで，協同組合法の改革が進

められることとなった。また，90年代は旧

社会主義諸国では新たな市場経済への対応

のための制度設計が求められ，新たな協同

組合法の立法や改革が進められた。さらに

は，福祉国家の衰退と新自由主義的経済運

営によって顕在化した失業や貧困の拡大，

社会的排除といった課題への対応において

協同組合が見直され，そのための新たな協

同組合法の立法も進んできている。

以下では，国連やILO・193号勧告の審議

の過程でILOの総会に提出された報告書
（注4）
を

基礎にしながら，主として大きな動きのあ

った90年代の協同組合法改革の特徴をみて

おこう。
（注 2） 世界の最初の協同組合法は，1852年のイギ
リスの産業節約組合法だといわれているが，ほ
ぼ同時期に1867年のプロイセン協同組合法に先
立ち，1865年にはカナダのアッパー・カナダ州
（現在のオンタリオ州の一部）で，その数か月後
にアメリカのミシガン州で，翌66年のマサチュ
ーセッツ州で協同組合法が制定されている。な
お，1859年にはカリフォルニアで非出資の協同
組合法が制定され，非出資の協同組合を認めた
点で歴史上は一つのターニングポイントとなっ
たものとされる。Volko（1981）等を参照。

（注 3） Volko（1981）p.2
（注 4） International Labour Conference（89th 
Session 2001）， Report V （1） : Promotion 
of cooperatives/ 54th session of the 
General Assembly（1998） : Status and role 
of cooperatives in the light of new 
economic and social trends.

（1）　先進工業国

先進工業国においては，協同組合が激し

い競争環境のなかで経済的に成功するため

に苦闘しており，協同組合原則や民主的管
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が，おおむね世界的に認められた協同組合

原則に立脚し，協同組合の自立性も規定す

るものとなったといえる。

ただし，かつて計画経済の担い手として

協同組合が位置づけられたという社会主義

の負の遺産の影響が強く，協同組合に対す

る不信感が残り，またとりわけ農業協同組

合についての性格づけについての混乱も残

っているようにみえる
（注8）
。

（注 8） Zvi Lerman ＆ David Sedik（2014）

（3）　発展途上国

アフリカ，アジアおよびラテン・アメリ

カの多くの国では，80年代半ばからの経済

の自由化，グローバリゼーションおよび構

造調整の問題に直面してきた。これに加え

て，多くの場合，国内民主化政策の進展に

伴って協同組合運動も大きな影響を受けた。

すなわち，これらの国々では，協同組合は

開発のための政府の一部や手段として位置

づけられていたうえ，政権与党の手足とし

て扱われていたことから，協同組合法は抜

本的な見直しが行われることとなった。

アフリカ地域では，15を超すサハラ砂漠

以南の国々で，90年以降，新たな協同組合

法が制定され，その他の国々でも既存の協

同組合法を実質的に変更するか新たな立法

が行われることとなった。

アジア地域でも同様な事情にあり，イン

ドでも初めて協同組合の自立・自治の概念

を全面的に受け入れたとされる95年のアン

ドレ・プラディシュ州の協同組合法に多く

を依拠しながら多くの州で新たな協同組合

ルランドでも，14年になり，協同組合に対

する制約を少なくすることで協同組合を設

立しやすくするための立法が行われている
（注7）
。

（注 5） Dante Cracogra, et. al.eds. （2013） p.808
（注 6） 14年に会社法との調和を図るための抜本改
正が行われている。

（注 7） Friendly Societies and Industrial and 
Provident Societies（Miscellaneous 
Provisions） Act 2014

（2）　市場経済への移行国

中東欧や旧社会主義諸国においては，中

央指令に基づく計画経済から市場経済への

移行のなかで，協同組合法を含め制度的枠

組みの全体的な見直しが迫られることとな

り，88～92年にかけて旧社会主義国のほと

んどのところで協同組合法や協同組合に関

する法律が整備されることとなった。

なお，CIS諸国における立法は，そのほと

んどが第一義的には民法典に法人形態とし

て協同組合に関する規定を置き，異なるタ

イプ別に個別の協同組合法を有する例が多

いが，モルドバ〔1992〕，アゼルバイジャン

〔1996〕，キルギスタン〔1991，1999，2005〕は，

包括的な協同組合一般法を有している。97

年には，CIS諸国の議員議会（IPS-CIS）によ

りモデルの協同組合法が制定されているが，

拘束力はなく広く普及するものとはなって

いない。

いずれにしても旧社会主義における新た

な協同組合法立法に際しては，移行期間と

いう短期間で法整備が求められたことから，

西欧諸国の強い影響のもと，自国の事情や

法体系にうまく合致していないという問題

を抱え，その後試行錯誤が続くことになる
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ている。
（注 9） 現在，08年の協同組合法典に置き換わって
いる。

2　協同組合法はどこに
　　向かっているのか　

ILO・193号勧告の採択は，協同組合の特

質と性格を踏まえ世界的に承認された協同

組合の価値と原則に立脚した一つの法的枠

組みを提供しているが，一方では協同組合

法の会社法への接近がみられ，協同組合の

アイデンティティの確保と市場経済におけ

る効率性の確保との間に存在する矛盾を内

包しつつ協同組合法の改正が進められてき

ている。

以下では，とくに21世紀に入って顕著に

なった特徴的な傾向をみておこう。

（1）　会社法への接近

協同組合法の会社法への接近は，1973年

のドイツ協同組合法の改正を先駆けとして，

70年代から先進工業国において進んできて

いる。これには，主として３つの要因があ

る。

第一には，経済のグローバル化のもとで

の競争条件を確保する観点から協同組合の

制約をできるだけ緩和する必要があるとの

要請である。第二には，イコール・フッテ

ィングの観点から，種々の企業形態に適用

される一定の法律を国のレベルで統一化を

はかる狙いによるものである。第三には，グ

ローバリゼーションのもとでの国境を越え

法が制定されている。さらに，フィジー

〔1998〕，インドネシア〔1992〕，ヨルダン

〔1997〕，マレーシア〔1992〕，モンゴル〔1993〕，

ネパール〔1992〕，フィリピン〔199
（注9）
0〕，タイ

〔1999〕，ベトナム〔1996〕など，90年代に相

次いで新たな協同組合法が制定されている。

ラテン・アメリカ諸国の多くは，２つの

世界大戦の間に協同組合に関する法律が制

定されているが，1971年から88年の間に，

11の国が新たな協同組合法を採択している。

コーノ・スール地域の国々，すなわちアル

ゼンチン，ブラジル，チリ，ウルグアイは

ヨーロッパからの移民によって自治性に富

む協同組合法が形成されたが，その他の

国々においては開発モデルともいうべき，

国の影響の強い協同組合法が形成された。

その後，いくつかの国においては協同組合

法改訂の努力が続けられ，メキシコでは94

年に新たな協同組合一般に関する法律が制

定され，パラグアイでも同じ年に同様の法

律が新たに制定されるなど，見直しが進ん

だ。

概していうと，発展途上国においては，

90年代が協同組合法の改革期であったが，

それ以降，今日までの協同組合立法の特徴

は，世界的に認められた協同組合原則に従

って協同組合の自治・自立を促すものとな

ってきており，それは国の影響力を弱め，

かつて存在したような協同組合と政治組織

との関係を切断するものとなったといえる。

したがってまた，そこでの協同組合立法は，

個別の協同組合法ではなく，統合された協

同組合一般法の形式をとるものが多くなっ
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⑦最低出資金制度の採用

⑧株式会社等の組織転換の許容

⑨ 他の企業形態の法人との合併・買収の

許容

⑩ 権利義務において異なる組合員のカテ

ゴリーを許容

⑪ 内部留保の資本組入と増加した資本に

対する持分の割当て

⑫ 出資以外の証券や債権の発行による資

本調達の許容等

これらのほとんどのものは，EU会社法と

の整合性やEU加盟国ですでに導入されて

いた制度を基礎に制定された03年のEU協

同組合法（SCE法）に採り入れられていると

ころであるが，世界的に同様な傾向にある。

（2）　協同組合法制の調和化を図る動き

協同組合法の統一化や調和化を図る動き

は，会社法の場合と同様，経済のグローバ

ル化のもとでの協同組合の国境を越えた活

動を円滑にするためと，一方では社会・経

済の持続的発展のために新たな光が与えら

れている協同組合の特性をより発揮できる

ようにするためという２つの要素が関係し

ている。

これらには，各国にまたがる統一法の形

式をとるものや，モデル法やガイドライン

として制定されたものがある。

前者には，03年のEUのSCE法，09年のメ

ルコ・スール諸国の協同組合に関する法律
（注10）
，

10年のOHADA（アフリカ商法調整機構）の

統一協同組
　（注11）
合法がある。このうち，最後の

OHADAの法律は，各加盟国における法律

た協同組合法の調和化や統一化，資本主義

社会の代表的な企業形態である会社法にお

けるガバナンスの仕組みや資本構造への右

倣えといったことである。

しかし，イコール・フッティングと会社

法制への右倣えは，単に協同組合法に固有

とはいえない事柄についての会社モデルの

採用といったことを超えて，株式会社のた

めに設計されたルールを協同組合の特性を

無視し無差別に適用するといったような形

で進んできている。それは，会計やバーゼ

ル規制の一律的な適用であり，協同組合と

その組合員との関係についての競争法の不

適切な適用といったことにみられる。

会社法への接近すべてを否定的にみる必

要はないように思われるが，伝統的な協同

組合らしさの仕組みを変えることは，協同

組合のアイデンティティを維持・強化する

という観点から長い目でみると否定的な影

響を与えることになりかねない。評価は別

として，協同組合法の会社法の接近の例に

は次のようなものがある。

① 外部の投資家からの出資の許容と一定

の範囲での議決権の付与

② 投資組合員に対する出資額に応じた配

当の許容

③ 員外取引の無制限の許容

④ 非組合員である専門経営者の採用とそ

れらの理事会，総会に対する自律性の

強化

⑤ 一定の範囲での利用高に応じた複数議

決権の採用

⑥監督機関への非組合員の登用
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América Latina, 2008
（注13） UNIFORM LIMITED COOPERATIVE 
ASSOCIATION ACT of 2007

（3）　社会・経済の持続可能性と協同

組合法

人類の持続可能な発展という概念は，92

年のリオ宣言以後，国際法の分野でも重要

な意味をもってきている。組合員が承認す

る方法を通じて，協同組合はコミュニティ

の持続的発展のために尽くすというICAの

第７原則は，ILO・193号勧告の主要な要素

の一つであるが，勧告では，持続可能な人

間の発展の貢献する協同組合の潜在能力を

認め，その能力を助長することを求めてい

る。それは，自助・自立そして参加と民主

主義に基づく真の協同組合としての法的構

造が，それ自体において持続的発展に貢献

し得るという理解があるからである。

協同組合は，人々に共通・共有する問題

を共同の力をもって解決するための組織と

して誕生し発展してきているが，とりわけ

70年代以降，福祉予算の削減や新自由主義

経済政策のもとでの社会的排除の問題や経

済の低迷による失業の恒常化といった文脈

のなかで，行政機関や既存の企業体によっ

ては満たされないニーズへの対応としての

新たなタイプの協同組合が誕生し，世界的

な発展をみせている。

この新たなタイプの協同組合の大きな特

徴の一つは，従来の伝統的な協同組合がユ

ーザー・オーナー（またはワーカー・オーナ

ー）型の組織であったのに対し，組織のな

かに利害関係を有する複数のグループを抱

採択手続を経ることなく16の加盟国を拘束

することになる法律であるが，メルコ・ス

ールのそれは，直接加盟国に適用にはなら

ず，各国において修正を施すことなく採択

手続を経る必要がある性格のもので，現時

点ではウルグアイだけが採択しているに過

ぎない。SCE法も同法の施行の妨げになる

もの等については必要な措置を講ずる義務

があるものの，加盟国のすべてに適用とな

る。

このSCE法は，ある意味で枠組法でもあ

るので，加盟各国ごとに異なるSCE法が存

在するともいえるが，各国の協同組合と並

存することで制度間のショッピングを招く

おそれがあるので，事実上，加盟各国の協

同組合法の調和化をもたらす効果をもって

いる。

これらに対し，08年のマルコ
　（注12）
法は，ICA

アメリカ（ICA Americas）が中心となりラ

テン・アメリカ各国の専門家が集まり各国

の議会人とも対話をするなかで制定した，

モデル法ないしはガイドラインともいうべ

き性格のものである。古くは，77年のCIS諸

国のモデル協同組合法，インドのReferential 

Cooperative Act（97年，10年改訂）などが

ある。協同組合法は，各州の所管であるアメ

リカの統一州法委員会全国会議（NCCUSL）

の統一有限責任協同組合
　（注13）
法もモデル法であ

る。
（注10） Estatute de las Cooperativas of the 
Mercosur countries, Mercosur/PM/SO/
ANT.NORMA 01/2009

（注11） Acte Uniforme relatif au Droit des 
Sociétés Coopératives, 2010（11年施行）

（注12） Ley marco para las cooperativas de 
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いるが，そこでは協同組合が何であるかを

一般の人が理解できるよう基本的な内容を

記述している。

前述のNCCUSLの統一有限責任協同組合

法はモデル法で，他の協同組合法を置きか

えるものではなく新たなタイプの協同組合

に関する法律であるが，例えば，コロンビ

ア特別区では，11年に同法を州法として採

用するとともに，企業法制をいわゆるすべ

ての共通する条項と各種法人形態に特有の

規定と分ける，いわゆるハブ・アンド・ス

ポーク方式の法典として編纂し直し，利用

しやすくするといった動きもあ
　（注16）
る。

また，冒頭で述べたように，イギリスで

は，14年の夏に，1965年の産業節約組合法

以来の立法によって，断片化し分かりにく

くなった協同組合に関する法律を統合し，

協同組合にとって好意的な法的環境を用意

した。

なお，憲法で協同組合を認知し，その育

成をうたう国が少なくない。インド政府も

09年の協同組合に関する特別委員会の報告

書を踏まえ，憲法改正（12年１月13日公布）

を通じて協同組合を組織することの基本的

権利を認め，州が協同組合の自主性，自律

性および民主的管理等を促進すべき旨の定

めを置くとともに（憲法第４部の43B），この

規定にそって連邦レベルおよび州レベルで

まちまちな協同組合法を調和化するために

協同組合に関する基本な事項を定めた特別

の部を設けた（憲法９B部）。これによって，

連邦法および各州の協同組合法の見直しが

進められることとになり，インドの協同組

え，異なる複数の利害関係者のグループに

よって運営・統治されるマルチ・ステーク

ホルダー型の協同組合である点である。こ

れについては別の拙
　（注14）
稿を参照願いたい。

これらは，従来の所有者＝利用者＝経営

者（運営者）といった伝統的な協同組合の

モデルからは離れており，伝統的な協同組

合を含め他の企業形態の組織と異なる協同

組合理論や新たなアイデンティティの確立

は今後の課題として残るが，多様性こそが

持続的発展を支える鍵であることだけを指

摘するにとどめる。

なお，この文脈でいえば，協同組合法の

会社法への接近の一方で，協同組合を設立

するに必要な発起人等の数を少なくし，簡

素な協同組合の設立も可能にする改正も世

界的な傾向の一つとして留意して置く必要

があろ
　（注15）
う。

（注14） 明田作（2003）「マルチ・ステークホルダー
型協同組合の発展とわが国への示唆」『農林金融』
9月号

（注15） 06年のドイツ協同組合法改正等。

（4）　既存の協同組合法の整理・再編の

動き

発展途上国における90年代以降の立法例

にもみられるように，既存の協同組合法を

１つの協同組合法に統合する動きがある。

それらは，世界的に承認された協同組合の

定義と原則を明記することを通じ，協同組

合を保護するとともに，必然的に協同組合

の自立・自治の範囲を広げるものとなって

いる。

SCE法は，20項目からなる前文を置いて
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協同組合年には，政府広報オンラインに掲

載するという形ではあったが，国際的に認

められた協同組合の価値と原則を尊重し，

協同組合にさまざまな政策を適用する際に

は，その価値と原則に則った協同組合の特

質に留意すること，また協同組合を地域社

会の持続的発展への貢献を重視し，協同組

合を地域経済の有力な主体として位置づけ

る，そして今後多くの人々が自発的に事業

や経営に参加できる公正で自由な仕組みが

求められることから，民間の非営利部門と

して協同組合の発展に留意するといった基

本的考え方にたって，協同組合の発展をで

きる限り後押ししていくと，世界的な流れ

に立った考えを表明している。

しかし，現実はどうであろうか。わが国

における協同組合法制は，企業法制として

会社法や一般社団法人法と並ぶ組織法的な

位置づけが与えられていないばかりでなく，

明治の産業組合法以来，協同組合をして国

の政策遂行手段として位置づける思想から

脱却できていない。その意味では，90年代

以降の世界的な協同組合法改革の流れから

は完全に後れをとっている状況にある。

その最大の原因は，協同組合についての

知識・認識の欠如にあり，それゆえに正当

な評価がなされていないことにあるように

思われる。協同組合自体に価値を認めよう

としない限りは，国連等がいう「協同組合

発展のための支援的環境の整備」の意味は

理解できないばかりか，場合によっては協

同組合の発展を害する法的環境を整備する

ことになりかねない。

合運動は確たる法的枠組みと強力なサポー

ト体制が整ったといえよう。
（注16） D.C. Business Organizations Code, 
Title 29 of the D.C. Code.

3　わが国の協同組合法制への
　　示唆　　　　　　　　　　

国連決議（Resolution 56/11430），ILOの第

193号勧告は，各国政府に協同組合の設立

を奨励・促進し，協同組合の発展に支援的

で実現可能な環境を構築するために適切な

措置を講ずることを求めた。協同組合に好

意的な法的枠組みの重要な側面は，協同組

合のアイデンティティを支え，保護するも

のであることである。

すなわち，各国の異なる法体系のもと協

同組合法の立法形態は多様であるが，求め

られているのは，それぞれの国の事情に応

じて世界的に承認された協同組合原則を取

り込み，また協同組合独自のアイデンティ

ティを適切に反映する法制度をつくるとい

うことである。

協同組合法は，株式会社法への接近とい

った傾向はあるものの，最近の協同組合法

改革の基本的な流れは，協同組合の独自な

意義を認め尊重する方向でのものであると

いえる。そして，独自の企業形態としての

協同組合を承認する協同組合法は，持続的

発展のために必要な企業の多様性に貢献す

るものとしての現代的意義をも有するもの

である。

ところで，わが国政府も，2012年の国際
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ドのバンジャブ州の新たな協同組合法の立

案，96年のカナダの連邦協同組合法の立案

に際して，幅広い利害関係者との間で時間

をかけて協議を行ったとされ，協同組合に

関する国家評議会のような組織を通じて参

加的アプローチを制度的に確立している例

として，ベルギー，フランス，ハンガリー，

ナミビアを挙げている。また，協同組合法

自体に参加的手続が定められているフィリ

ピンのような国もある（08年の協同組合法典

の62条，94条，96条，104条等）。

自主性，自律性を促し，協同組合の健全

な発展を願うのであれば，時間がかかるが

参加的なアプローチを名実ともに制度的に

保障することが重要であろう。

おわりに

一定の課題に対する妥当で正しい結論が

導きだされるためには，課題設定が正しく

なければならない。

協同組合というものは，組合員が協同組

合というものを理解し，その活動にフルに

参加して初めて便益を享受することができ

るものであり，その便益は一方的に与えら

れるものではなく，共同行為に参加するこ

とで初めて得られるものであることを忘れ

てはならない。協同組合を良くするのも悪

くするのも，結局は，組合員次第というこ

とであり，協同組合と組合員との関係の本

質はこの点にあり，この点を忘れた制度改

革は有効に機能しないことに留意すべきで

ある。

したがって，重要なことは，まず世界的

に協同組合法改革が進められてきているこ

とをその背景を含めて知ることであり，学

ぶべきは，

① 協同組合としての組織形態を選択しよ

うとしてもできない分野で協同組合の

設立を許容するよう協同組合法を整備

すること，

② 行政による過剰な監督を排除して，協

同組合の自助・自立を促すよう制度的

環境を整えること，

③ 少人数で協同組合を設立・運営できる

ようにすること，

であろう。

なお，他の企業形態とのイコール・フッ

ティングの議論については，触れることは

できなかったが，これに関しては形式的な

ものであってはならず，協同組合の特質と

制約を反映したものでなければならないこ

とに留意すべきことを指摘しておきたい。

最後に，これも触れることができなかっ

たが，最近の世界的な傾向として新たな協

同組合の立法はもとより改正に当たっても

その立案過程に協同組合セクターの代表や

利害関係人の参加を認めるのが一般的であ

る。日本においても先の生協法改正におい

てはかかる方法がとられたが，制度的に保

障されたものではなく，わが国におけるパ

ブリック・コメントの手続きも形式的であ

り参加的なアプローチには程遠いのが現実

である。

前述の01年の国連のレポートによると，

92年のカメルーンの協同組合法立案，イン
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協同組合が比較優位性をもち得るのは，

何によってなのか。その基本は何といって

も課題を共有し，参加と民主主義を基礎に，

対等な立場で他の組合員との対話を通じて

相互の学び合いながら，共有する課題の解

決に向け自らが主体的にかかわっていくと

いう認識を共有することにおいてであろ

う。「協同組合発展のための支援的環境の整

備」というものは，あくまでも環境であり

サポート対象自体に置き換わるものではな

く，協同組合の比較優位性の発揮も法律に

よって形成されるものではないが，法的な

環境という点では，少なくとも株式会社や

その他の企業形態にはない協同組合の特質

に価値を認めるものでなければならない。

また，それにも増して重要なのは，協同

組合の理解が深められるような学習・教育

的環境が整備されることであろう。とりわ

け，効率性や競争力のみが重視されるよう

な社会においてはなおさらである。

最後になるが，あらためて述べるまでも

なく，協同組合は，原則として，利用者自

らが所有し，運営・管理する企業体で，他

の方法によっては満たすことができないニ

ーズを満たす手段である。そしてそれは，

あらかじめ設定された目的を実現するため

の手段ではないということを忘れてはなら

ない。
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